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令和５年９月６日 

質問回答書 

 

案件名 新宿小学校子どもルーム外２５箇所Ｗｉ－Ｆｉ契約［長期継続契約］ 

番号 質問事項 回答 

１ 入札公告、入札説明書において、「入札及

び開札の場所」の記載がそれぞれ異なって

おりますが、どちらの記載が正しいでしょ

うか。 

誤記です。失礼いたしました。 

正しくは、、千葉市中央区千葉港１番１

号 千葉市役所本庁舎３階Ｌ会議室３０１

です。 

２ 入札公告、入札説明書において、「入札

金額」の記載がそれぞれ異なっております

が、どちらの記載が正しいでしょうか。 

誤記です。失礼いたしました。 

正しくは、契約初年度の業務に要する金

額の税抜額です。 

３ 各種機器で「故障受付および、現地への

派遣による機器交換時間」が異なります。 

基地局（AP）機器は室内に設置する機器

であるため、機器交換時間をインターネッ

ト用通信回線及びルーターと同じにするこ

とは出来ないでしょうか。 

・基地局機器（５.整備内容（１）ア）24

時間365日対応 

・インターネット用通信回線（５.整備内

容（３）イ（ア））365日9:00～17:00対

応 

・ルーター（５.整備内容（３）イ

（イ））365日9:00～17:00対応 

仕様書のとおりとします。 

４ 幹線から施設への引込経路及び施設への

工事内容（建柱含む）のすり合わせ時期に

ついて記載がありませんが、作業計画書と

併せて提出し協議することでよろしいでし

ょうか。 

よろしいです。 

５ 学校施設を経由した子どもルームへの引

込工事は可能でしょうか。 

学校の建物・施設を経由せず、子どもル

ーム建物への個別引込とします。ただし、

現地調査の結果、不可能な場合は協議とし

ます。 
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６ 引込時に信号レベルの適正化のため、増

幅器を使用するケースが考えられます。 

その際に子どもルームの電源を使用するこ

とになりますが可能でしょうか。 

可能な場合、その電気料金の取り扱い方

法をお教えください。 

増幅器使用のために子どもルームの電源

を使用することは可能です。その場合の電

気料金は、本契約受注者の負担とはなりま

せん。 

７ 設計数量内訳書に記載の名称及び数量等

に関して異なる名称及び数量等の場合、当

社で修正して提出することは可能でしょう

か。 

その際、修正入力が可能なフォーマット

をご提供いただけますと幸いです。 

設計図書で要求される仕様が確保される

のであれば、名称・数量等を修正・変更し

ていただいて構いません。 

また、内訳明細書の書式についての定め

は有りませんので、入札者作成の書式でご

提出ください。 

８ 設計数量内訳書について、ＰＤＦ形式の

為、細目と数量を満たしていれば独自の様

式にて作成し提出することは可能でしょう

か。 

内訳明細書の書式についての定めは有り

ませんので、入札者作成の書式でご提出く

ださい。 

９ 仕様書 P3（5）その他イに「新設付帯工事

又は改修・補修が必要となった場合の費用

は、本業務に含める。」と記載がありますが、

費用積算の為入札前に数拠点の現場調査を

実施することは可能でしょうか。 

可能です。調査をする場合は、日程を調

整しますので、健全育成課にお問い合わせ

ください。 

 


